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　注）給料月額の（　　）は、給料減額を行う前の額
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　注）一般行政職の数は、平成２０年４月１日現在の職員数２６９人のうち、下記の者を除いた２５５人を対象としています。
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　注）給与とは、給料と扶養手当、住居手当などの諸手当を合計したものです。
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　注）統計上、教育長を含み、診療所及び下水道職員を除いています。
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子育てについて迷ったり不安になったり…誰でもありますよね。電話・
来所などで受け付けています。どなたでも気軽にご相談ください。
���　月～金曜日（祝日を除く）、９：００～１６：００

�������
　神埼市子育て支援センター
　（千代田町保健センター内）
　�４４�４９０８
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���� ３月１７日（火）
 ９：００～１２：００
���� 神埼市役所　１－１会議室
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　神埼市役所　農林水産課　�３７�０１０６
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ご
希
望
の
方
は
、「
神
埼
市
子

育
て
相
互
支
援
セ
ン
タ
ー
入
会
申

込
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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子
育
て
相
互
支
援
セ
ン
タ
ー
と

は
、
地
域
の
中
で
子
育
て
の
応
援

が
で
き
る
人
（
提
供
会
員
）、
子
育

て
の
応
援
を
し
て
ほ
し
い
人
（
依

頼
会
員
）
及
び
利
用
も
す
る
が
応

援
も
で
き
る
人
（
両
方
会
員
）
が

会
員
と
な
っ
て
保
育
園
、
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
終
了
後
の
預
か
り
な

ど
の
支
援
活
動
を
行
な
う
会
員
組

織
で
す
。

平
成　

年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

２０

現
在　

人
の
会
員
が
登
録
さ
れ
て

２１

い
ま
す
。

現
在
、
依
頼
会
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

�
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�
�
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�
	


�
 

�
保
育
園
、
幼
稚
園
、
小
学
校
等

（
以
下
「
保
育
施
設
等
」
と
い

う
。）の
始
業
時
間
前
ま
た
は
終

業
時
間
後
の
児
童
預
か
り 

�
保
育
施
設
等
へ
の
児
童
の
送
迎

�
児
童
が
軽
度
の
病
気
の
場
合
の

児
童
預
か
り 

�
保
護
者
が
疾
病
、
冠
婚
葬
祭
又

は
私
的
な
用
事
で
育
児
が
で
き

な
い
場
合
の
児
童
預
か
り 

�
そ
の
他
子
育
て
と
仕
事
の
両
立

の
た
め
に
必
要
な
援
助 

金額時間帯など

６００円通常時間（午前７時から
午後８時まで）

７００円早朝・夜間（上記以外）

７００円土・日・祝日

７００円病後児保育（軽度に限る）

�
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�
	


�
�

顔
合
わ
せ
を
し
て
か
ら
の
支
援

だ
っ
た
の
で
安
心
し
て
預
け
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

子
ど
も
に
も
や
さ
し
く
接
し
て

い
た
だ
き
、
人
見
知
り
を
す
る
娘

も
楽
し
く
過
ご
す
事
が
で
き
た
よ

う
で
す
。

ま
た
、
子
ど
も
の
様
子
も
報
告

書
に
き
ち
ん
と
記
入
し
て
い
た
だ

き
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

今
後
も
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
川
副　

綾
子
さ
ん

 

明
莉
ち
ゃ
ん

�
�
�
�
�
�
馬
郡
登
母
子
さ
ん
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